
【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

こども用の乗物酔い薬

2011年10月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

●アネロン「キャップ」は、乗物酔いによるはきけ・めまい・頭痛といった症状を予防・
　緩和する、こども用のカプセル剤です。
●効果が長く続く持続性製剤ですので、1日1回、乗物に乗る30分前の服用で効きめ
　をあらわします。

守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用・事故が起こりやすくなります。）（

に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）高齢者。
（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（5）次の症状のある人。 排尿困難
（6）次の診断を受けた人。 緑内障、心臓病

販売者に相談してください

このような症状の

口のかわき、便秘、下痢、眠気、目のかすみ

次の人は服用しないでください
7才未満の乳幼小児。

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、
　胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用
　内服薬、アレルギー用薬等）

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれること
   があります。）

皮膚 発疹・発赤、かゆみ

動悸循環器

その他
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精神神経系 頭痛

泌尿器
顔のほてり、異常なまぶしさ

本剤は小児用ですが、乗物酔い薬として定められた

こども用の乗物酔い薬こども用の乗物酔い薬こども用の乗物酔い薬こども用の乗物酔い薬

●アネロン「キャップ」●アネロン「キャップ」●アネロン「キャップ」●アネロン「キャップ」
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次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者
に相談してくださいに相談してくださいに相談してください

服用後、服用後、服用後、次の症状があらわれた次の症状があらわれた次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、場合は副作用の可能性があるので、場合は副作用の可能性があるので、
直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください販売者に相談してください販売者に相談してください

服用後、服用後、服用後、次の症状があらわれることがあるので、次の症状があらわれることがあるので、次の症状があらわれることがあるので、このような症状のこのような症状のこのような症状の
持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を
持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
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次の人は服用しないでください次の人は服用しないでください次の人は服用しないでください

本剤を服用本剤を服用本剤を服用本剤を服用している間は、次のいずしている間は、次のいずしている間は、次のいずれの医薬品も使れの医薬品も使れの医薬品も使用しないでく用しないでく用しないでく
ださいださいださい

服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
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関係部位 症　状

第 2 類医薬品第 2 類医薬品第 2 類医薬品第 2 類医薬品第 2 類医薬品第 2 類医薬品第 2 類医薬品第 2 類医薬品第 2 類医薬品第 2 類医薬品第 2 類医薬品第 2 類医薬品

してはいけないことしてはいけないことしてはいけないことしてはいけないこと

相談すること相談すること相談すること

本剤は小児用ですが、乗物酔い薬として定められた本剤は小児用ですが、乗物酔い薬として定められた本剤は小児用ですが、乗物酔い薬として定められた
　　 一般的な注意事項を記載しております。　　 一般的な注意事項を記載しております。　　 一般的な注意事項を記載しております。



コ
ー
ド

3225107
原
稿
N
o
11025-003

作
業
日
13/08/28

表
裏

う
ら

水
上
印
刷
株
式
会
社
グ
レ
ー

ア
オ


